
厚生労働省と中央労働災害防止協会では、小売業、社会福祉施設、飲食店において増加
している労働災害の減少を図るため、「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」
を展開しています。

取組事項の具体例のうち、主なものをまとめていますので、ご参照ください。

これらの業種で効果的な労働災害防止対策を進めるためには、 ３･４ページに掲載してい
る「チェックリストⅠ･Ⅱ」を活用し、多くの店舗を展開する企業本社、複数の社会福祉
施設を展開する法人本部が主導して、店舗、施設の労働安全衛生活動について全社的に取り
組むことが重要です。

（R2.3）

厚生労働省・福岡労働局・各労働基準監督署

働く人に安全で安心な

店舗･施設づくり推進運動
～ 「小売業」・「社会福祉施設」・「飲食店」の労働災害の減少に向けて ～

増加する「小売業」、「社会福祉施設」、「飲食店」での労働災害

※ 出典：労働者死傷病報告 （福岡労働局）
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小売業、社会福祉施設、飲食店で多い労働災害

転倒災害 急な動作・無理な動作 墜落・転落災害 切れ・こすれ災害 交通事故

◆急いでいるときや

荷物を持っている

ときにつまずいて

転倒。

◆放置された荷物や

台車につまずいて

転倒。

◆水や油で濡れた床

で滑って転倒。

◆重量物を無理な姿

勢で持ち上げたと

きぎっくり腰に

なった。

◆介護で利用者を持

ち上げるときに腰

を痛めた。

◆複数人で重量物を

運搬するときに態

勢を崩し、腰を痛

めた。

◆脚立やはしごの上

でバランスを崩し

て転落。

◆事務用の椅子に乗

りエアコンの清掃

をしようとして、

椅子が動き転落。

◆荷物を抱えて階段

を下りていたとこ

ろ、足もとを踏み

はずして転落。

◆階段が濡れていた

ため、踏みはずし

て転落した。

◆食品のスライサー

で指を切った。

◆カッターナイフを

使用中、手指を

切った。

◆割れた食器で手指

を切った。

◆食品加工用機械に

詰まった食材を取

り除こうとして、

機械の刃で手指を

切った。

◆自動車の運転中に

操作を誤り、道路

脇の電柱に激突。

◆オートバイの運転

中、濡れた路面で

スリップして転

倒。



② ４Ｓ活動 ＝ 災害の原因を取り除く

① 経営トップによる安全衛生方針の表明

主な取組事項の概要

◆「４Ｓ」とは「整理｣、｢整頓｣、｢清掃｣、｢清潔｣のこ
とで、これらを日常的な活動として行うのが「４Ｓ活
動」です。

◆ ４Ｓ活動は、労働災害の防止だけではなく、作業の
しやすさ、作業の効率化も期待できます。

◆ お客様の目に触れにくいバックヤードも整頓を

忘れないようにしましょう。

◆ 荷物やゴミなど、
物が散らかって
いる職場や、水
や油で床が滑り
やすい職場は、
災害の危険が
高くなります。

策定日 平成●●年 月 日

掲示日 平成●●年 月 日

安全衛生方針
当社は、「『従業員の安全』は『お客様の安全』

の礎である」との理念に基づき、安全衛生の基本方

針を以下のとおり定め、経営者、従業員一丸となっ

て労働災害防止活動の推進に努めます。

① 安全衛生活動の推進を可能とするための

組織体制の整備、責任の所在の明確化を

図る

② 労使のコミュニケーションにより、職場

の実情に応じた合理的な対策を講じる

③ すべての社員、パート、アルバイトに安

全衛生確保に必要かつ十分な教育・訓練

を実施する

④ 上記の実行に当たっては適切な経営資源

を投入し、効果的な改善を継続的に実施

する

安全衛生の基本方針

会社名 株式会社●●スーパーマーケット

代表者 代表取締役 安全太郎
（自筆で署名しましょう）

策定例

◆経営トップによる安全衛生方針を策定し、掲示や従業
員への小冊子の配布などにより周知します。

片付け！

分別！

お掃除！床ふき！

2

③ ＫＹ活動 ＝ 潜んでいる危険を見つける

◆ＫＹとは「危険（K）・予知（Ｙ）」のことです。 ＫＹ活動では、業務を開始する前に職場で「そ
の作業では、どんな危険が潜んでいるか」を話し合って「これは危ない」というポイントに対す
る対策を決め、作業のときは、一人ひとりが「指差し呼称」をして行動を確認します。

◆「うっかり」、「勘違い」、「思い込み」などは不安全な行動を招き、災害の原因となります。

➃ 危険の「見える化」＝ 危険を周知する

◆危険の「見える化」とは、職場の危険を可視化（＝見える化）
し、従業員全員で共有することをいいます。ＫＹ活動で見つけ
た危険のポイントに、右のようなステッカーなどを貼りつける
ことで、注意を喚起します。

◆墜落や衝突などのおそれのある箇所が事前に分かっていれば、
そこでは特に慎重に行動することができます。

⑤ 安全教育・研修 ＝ 正しい作業方法を学ぶ

◆「脚立の正しい使い方」、「腰痛を防ぐ方法」、「器具の正しい操作方法」などを知っていれば、労
働災害を防ぐことができます。

◆組織の本社や本部では、「どんな災害が起こっているか」、「どうしたら災害は防げるか」を踏まえ、
「正しい作業手順（マニュアル）」を作成します。そして店舗・施設では、この内容を従業員に伝え、
教えます。

◆朝礼など皆が集まる機会を活用して教育・研修を行う方法もあります。特に、はじめて職務に就
いた従業員には、雇い入れ時に安全教育を行う必要があります。

⑥ 安全意識の啓発 ＝ 全員参加により安全意識を高める

◆安全活動は、経営者や責任者の責務であるとともに、正社員、パート、アルバイト、派遣などの雇用
形態にかかわらず、従業員は全員参加することが重要です。

⑦ 安全推進者の配置（労働安全衛生法施行令第２条第３号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン）

◆店舗・施設ごとに安全の担当者である安全推進者を配置し、安全衛生活動、安全衛生教育・啓発の推
進などの旗振り役を担わせます。



本社・本部実施事項

チェック項目 ☑

１ 全店舗・施設の労働災害の発生状況を把握し、分析を行っていますか。 □

２ 企業・法人の経営トップの意向を踏まえた安全衛生方針を作成し、掲示や小冊子
の配布などの方法により店舗・施設に周知していますか。

□

３ 店舗・施設の作業について、過去の労働災害発生状況を踏まえ、安全に配慮した
作業マニュアルを作成して店舗・施設に周知していますか。

□

４ 次の①～⑪の項目のうちから、店舗・施設で実施すべき安全衛生活動を定め、

店舗・施設での取組を行わせるとともに、必要な資料の提供、教育の実施等の
支援を行っていますか。

－

① ４Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔）の徹底による床面の水濡れ、油汚れ等の
小まめな清掃、台車等の障害物の除去、介護、保育等の作業ができるスペース
・通路の確保等による転倒・腰痛災害の防止

□

② 作業マニュアルの店舗・施設の従業員への周知・教育 □

③ ＫＹ（危険予知）活動による危険予知能力、注意力の向上 □

④ ヒヤリハット活動による危険箇所の共有、除去 □

⑤ 危険箇所の表示による危険の「見える化」の実施 □

⑥ 店長・施設長、安全衛生担当者による定期的な職場点検の実施 □

⑦ 朝礼時等での安全意識の啓発 □

⑧ 転倒防止に有効な靴、切創防止手袋等の着用の推進、介護機器・用具等の
導入と、使用の推進、熱中症予防のための透湿性・通気性の良い服装の活用

□

⑨ 腰痛予防対策指針に基づく健康診断の実施 □

⑩ 腰痛・転倒予防体操の励行 □

⑪ 熱中症予防のための休憩場所・時間の確保 □

５ 店舗・施設における安全衛生担当者（衛生管理者、衛生推進者、安全推進者等）
の配置状況を確認していますか。

□

６ 店舗・施設の安全衛生担当者に対する教育を実施していますか。 □

７ 本社・本部、エリアマネージャーから店舗・施設に対する危険箇所や安全衛生
活動の取組状況の点検、災害防止指導を実施していますか。（店舗・施設の監査
チェックリストに安全衛生に関する項目を明記することなどがあります）

□

８ 安全対策の取組や注意喚起を分かりやすく従業員へ周知するための掲示や小冊子
の配布を実施していますか。

□

９ リスクアセスメント（職場の危険･有害要因を特定し、リスクの大きさを評価する
こと）を実施してその結果に基づく対策を講じていますか。

□

10 店舗・施設におけるメンタルヘルス対策について指導および実施状況の把握を
行っていますか。

□

11 店舗・施設における健康診断および事後措置、長時間労働者への面接指導など、
健康確保措置の実施状況を把握していますか。

□

次の事項のうち、労働災害の発生状況等を踏まえ、必要性の高いものから取組を始め、
順次、取組事項を拡げてください。なお、法定の義務事項に該当する重要な取組もあります
ので（衛生管理者の選任等）、その場合は特に速やかに実施する必要があります。

チェックリスト Ⅰ

3



チェック項目 ☑

１ ４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）の徹底による床面の水濡れ、油汚れ等の
小まめな清掃、台車等の障害物の除去、介護、保育等の作業ができるスペース・
通路の確保等による転倒・腰痛災害の防止を実施していますか。

□

２ 作業マニュアルを店舗・施設の従業員に周知、教育していますか。 □

３ ＫＹ（危険予知）活動による危険予知能力、注意力の向上に取り組んでいますか。 □

４ ヒヤリハット活動による危険箇所の共有、除去を実施していますか。 □

５ 危険箇所の表示による危険の「見える化」を実施していますか。 □

６ 店長・施設長、安全担当者による定期的な職場点検を実施していますか。 □

７ 朝礼時等での安全意識の啓発を実施していますか。 □

８ 転倒防止に有効な靴、切創防止手袋等の着用の推進、介護機器・用具等の導入、
使用の推進、熱中症予防のための透湿性・通気性の良い服装の活用などを行って
いますか。

□

９ 腰痛予防対策指針に基づく健康診断を実施していますか。 □

10 腰痛・転倒予防体操を励行していますか。 □

11 熱中症予防のための休憩場所・時間の確保を実施していますか。 □

本社・本部が定めた安全衛生活動を実施するほか、店舗・施設独自の取組を順次広げてください。

店舗・施設実施事項チェックリスト Ⅱ

4

職場の安全活動についてのご不明点などは、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、福岡労働局、最寄りの

労働基準監督署にお問い合わせ下さい。

「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」特設サイト
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/sanjisangyo.html

●安全・衛生に関する主な制度・施策紹介こちらも

ご覧ください
安全・衛生 検 索

●安全衛生関係のパンフレット一覧

安全 パンフ 検 索

※福岡労働局ホームページもご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka –roudoukyoku/
福岡労働局 検 索

転倒防止

「STOP! 転倒災害プロジェクト」のWEBサイト
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html

「職場のあんぜんサイト」

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/sanjisangyo.html
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/sanjisangyo.html
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/


◆加工用機械で材料

の加工中、機械で

手指を切った。

刃物や食品加工用機械による「切れ、こすれ」災害
を防止するためには、 「始業前点検」、 「災害防止
対策の徹底」、「安全衛生教育」が必要です。

（詳細は裏面をごらんください）

（R2.3）
福岡労働局・各労働基準監督署

「切れ、こすれ」災害が
増加しています！

～ 労働災害防止のためのポイント ～

「切れ、こすれ」災害発生状況の推移

※ 出典：労働者死傷病報告 （福岡労働局）

「切れ、こすれ」による労働災害事例

◆カッターナイフで

作業中、手指を

切った。

◆食材を裁断中、包

丁で指を切った。

◆割れた食器で手

指を切った。

◆荷物の運搬中、

荷物の角で手指

を切った。

◆加工用機械に詰

まった材料を取り

除こうとして、機

械の刃で手指を

切った。
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切れ、こすれ災害を防止するための主なポイント

をまとめると、以下のとおりです。

刃物による「切れ、こすれ」災害の防止

片付け！

分別！

お掃除！床ふき！

割れた食器などによる「切れ、こすれ」災害の防止

●食器を洗うときにはゴム手袋など、手先を保護するものを

着用しましょう。

●ゴミ袋にも割れた食器や焼き鳥の串などの鋭利なものが混入

している可能性があるので、軍手や長いエプロンなど、手先

や足元を保護するものがあれば着用しましよう。

缶の鋭利部分による「切れ、こすれ」災害の防止

●缶の蓋、缶の縁などで手を切る場合があるので注意しましょう。

●缶切りのいらないプルトップ型の缶でも「切れ、こすれ」災害は発生するので気をつけましょう。

食品加工用機械による「切れ、こすれ」災害の防止

●刃物部分のガードなどが取り付けられていることを、点検・確認しましょう。

●刃物部分のガードを外すなど、本来の状態でない形で使用しないようにしましょう。

●機械の点検、掃除、修理をする場合には、機械を停止し、完全に止まっていることを確認してか

ら作業しましょう。

●刃物を使用する時は目線を外さないようにしましょう。

●４S（整理、整頓、清掃、清潔）を徹底し、使い終わった刃物は

きちんと片付けましょう。

●冷凍食材をカットする際は食材が滑ったり転がったりするおそれ

があることに留意して作業しましょう。

こちらも

ご覧ください

「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」特設サイト
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/sanjisangyo.html

「STOP! 転倒災害プロジェクト」のWEBサイト
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html

転倒防止

●安全・衛生に関する主な制度・施策紹介

安全・衛生 検 索

●安全衛生関係のパンフレット一覧

安全 パンフ 検 索

※福岡労働局ホームページもご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka –roudoukyoku/
福岡労働局 検 索

ご不明点などは、福岡労働局、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。

「職場のあんぜんサイト」
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/sanjisangyo.html
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/sanjisangyo.html
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/
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2,0382,038 2,1922,192 2,5372,537 2,6052,605 2,8322,832 2,7902,790

自動車及び原動機付自転車の運転者（第1当事者）の

携帯電話使用等に起因する交通事故の発生状況

自動車及び原動機付自転車の運転者（第1当事者）の

携帯電話使用等に起因する交通事故件数

（平成25年以降）
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労働災害発生状況の推移

近年の福岡県内における労働災害発生状況の推移は、増加傾向にあり、中でも、転倒

は事故の型別で最も多く、平成30年における被災者数は1,370人（前年比：+20.2％）と
なっています。
労働災害防止活動において、転倒災害防止は「must」となっています。

STOP!転倒災害
ハザードチェック
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商業：小売業

保健・衛生業：
社会福祉施設

清掃・と畜業

転倒災害を未然に防止ため、危険（ハザード）要因を「check」する必要があります。

福岡局プロジェクト

出所：労働死傷病報告

平成30年の災害統計をみると、業種別（大分類）では商業、保健・衛生業、製造業の順に多

く発生しています。多発している業種の推移をみると、小売業は、高止まり、社会福祉施設、
清掃・と畜業は右肩上がりに増加しています。

●特徴１

業種別労働災害発生状況
多発している業種別
労働災害発生状況の推移

福岡労働局・労働基準監督署

商業

22.6%

保健・

衛生業

17.7%
製造業

15.1%

運輸交

通業

9.3%

清掃・

と畜業

9.0%

接客娯

楽業

7.4%

その他

の事業

5.9%

建設業

5.2%

金融・

広告業

2.4%

平成30年
1370人

19歳以下

0.8%

20～29歳

5.0%
30～39歳

7.4%

40～49歳

15.5%

50～59歳

29.2%

60歳以上

42.0%

●特徴２

平成30年の統計を年齢別にみると、 60歳以上が

42.0％を占め、次いで、50歳代が29.2％となってい
ます。50歳以上は、71.2％を占め、転倒災害は、高
齢労働者が多く被災しています。 平成30年

1370人

（人）

（人）

年齢別労働災害発生状況



安全・安心の確保のためのルールづくり

転倒災害が多発している小売業及び社会福祉施設においては、女性が多く被災しています。

発生時間帯をみると、小売業においては、男性は４,５時、女性は８～９時に多発していま
す。社会福祉施設においては、男性は１１時、女性は午前中に多発しています。
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●特徴３

小売業 社会福祉施設

ハザードチェック項目 レ

1 通路、階段、出口に物を放置していませんか □

2 床の水たまりや氷、油、粉類などは放置せず、その都度取り除いていますか □

3 安全に移動できるように十分な明るさ（照度）が確保されていますか □

4 転倒を予防するための教育を行っていますか □

5 作業靴は、作業現場に合った耐滑性があり、かつ、ちょうど良いサイズのものを選んでいますか □

6 ヒヤリハット情報を活用して、転倒しやすい場所の危険マップを作成し、周知していますか □

7 段差のある箇所や滑りやすい場所などに注意を促す標識をつけていますか □

8 ポケットに手を入れたまま歩くことを禁止していますか □

9 ストレッチ体操や転倒予防のための運動を取り入れていますか □

詳しくは、「STOP！転倒災害プロジェクト」、「職場のあんぜんサイト」をご覧ください！

STOP！転倒 検索

●毎月、１日～７日にハザードチェックを行ってください。

1.5.31

バックヤードの床通路は、転倒災害が最も多く発生する場所となっていたため、油こぼ

れ」や「水漏れ」によって床通路が滑りやすくなっていたことによるものが多い状況だった。

また、惣菜部門において、揚げ物を作る際に、床にこぼれた油が、惣菜部門の従業員の

作業靴に付着して、この従業員が、バックヤードの床通路を通って、店内を歩き回ることに

よって、油汚れが店舗全体に広がってしまうことが原因となっていた。

背 景

対 策 １ 惣菜部門の油こぼれ防止ルール

①フライヤーに入れる油の量を決定した。（底から６cm、上から７cm）

②材料のフライヤーへの投入量を抑え、低い位置から投入することを徹底する。

③揚げ終わった商品の移動は、ザルでの移動をやめてパッドでの移動に変更した。

①惣菜作業場から、バックヤード通路に出る際には、マットで靴底を３回拭き取る。

②惣菜部門後方のマット付近については、週１回、ケルヒャー（高圧洗浄機）を使用して、

マットから１ｍの範囲を目安に洗浄することにより、油汚れを放置しないようにした。

２ 惣菜部門後方の油汚れ拡散防止ルール

●好事例紹介（小売業）

職場のあんぜんサイト 検索



 職場での腰痛により４日以上休業する方は年間4000人以上で、うち社会福祉施設では約1000人、 

医療保健業では約350人で合わせて３割を占めます。特に、社会福祉施設での腰痛発生件数は大きく  

増加しています。 

 看護･介護作業を行う者（以下「看護・介護者」）の腰痛予防に施設全体として取組むことは、 

看護･介護者の健康のみならず、看護・介護の対象となる人（以下「対象者」）の安全確保、看護・

介護の質の向上、人材確保にもつながるものです。  

 厚生労働省では「職場における腰痛予防対策指針」において、福祉・医療分野等における看護・  

介護作業※も対象として、腰に負担の少ない介助方法などを示しています。 

 その概要を示しますので、各施設で組織的な腰痛予防対策の取組みをお願いします。 

   
   ※福祉・医療分野等における看護・介護作業には、高齢者介護施設、障害児者施設、保育所等の社会福祉施設、 
    医療機関、訪問看護・介護、特別支援学校での教育等における看護・介護作業等が含まれます。 

 
 
        
 ① 施設長等のトップが､腰痛予防対策に取組む方針を表明し、対策実施 
   組織を作りましょう。（→ポイント３） 
  
 ② 対象者ごとの具体的な看護・介護作業について、作業姿勢、重量などの 
       観点から、腰痛発生リスクを評価しましょう。（→ポイント１） 
  
 ③ 腰痛発生リスクが高い作業から優先的に、リスクの回避・低減措置を 
   検討し実施しましょう。健康管理、教育にも取組みましょう。 
   （→ポイント２） 
 

 
  ポイント１．腰痛発生に関与する要因の把握及びリスクの評価・見積り 
 
 腰痛の発生に関与する要因を把握し、看護・介護におけるそれぞれの介助作業について腰痛発生  
 のリスクを見積もる。 
 

（１） 腰痛発生に関与する要因として、対象者の要因、看護・介護者の個人的要因、福祉用具の 

   状況、作業姿勢・動作の要因（抱上げ、不自然・不安定な姿勢）、作業環境の要因（温湿度、 

   照明、段差、作業空間）などがある。 

    このうち、対象者の要因については、各施設で作成している日常生活動作（ADL）、介助 

   の程度などについての評価（アセスメント）シートを活用することができる。 
 

（２） 対象者ごとの一つ一つの看護・介護作業について、上記の腰痛発生要因を考慮しながら、 

   腰痛発生のリスクを「高い」「中程度」「低い」などと見積もる。 

      腰痛発生リスクの見積りは、できるだけ多くの作業について行うのがよいが、少なくとも、  

   重い腰痛の発生した作業や多くの労働者が腰痛を訴える作業については、もれなく対象とす 

       ること。   

    この際、腰痛予防対策チェックリスト（表1）を活用するとよい。 

    対象者それぞれについて、ADL・介助の程度などが異なるので、チェックリストは対象者 

   一人一人について作成する。 

社会福祉施設、医療施設を運営する事業主の皆さまへ 

看護・介護作業による腰痛を予防しましょう 

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 

腰痛予防対策のポイント 



                                              
  ポイント２．リスクの回避･低減措置の検討・実施  
 

ポイント１で評価したリスクの大きさや緊急性を考慮し、リスクの回避・低減の優先度を判断して、 

腰痛の発生要因に的確に対処するための次のような対策を検討・実施する。 

(1) 対象者の日常生活動作能力を把握し、介助への協力を得る 

   対象者が看護・介護者の手や手すりをつかむ、身体を近づけてくれるなど、可能な範囲で協力 

  してくれることにより、看護・介護者の負担は軽減される。 

(2) 福祉用具（機器・道具）を積極的に利用すること 

   スライディングシート、スライディングボード、リフト、スタンディングマシ－ン等を対象者 

  の状態に合わせて活用すること。 

(3) 作業姿勢・動作の見直し 

   イ 抱上げ 

    原則として、人力による人の抱上げは行わず、介助が必要な場合にはリフトやスライディン 

     グボードなどを使用し、対象者に適した方法で移乗・移動介助を行うこと。 

   ロ 不自然な姿勢 

   不自然な姿勢による腰への負担を回避・改善するため、次のような改善方法をとること。 

  (ｲ) 対象者に体を近づけて作業する。 

  (ﾛ) ベッドや作業台等の高さを調節する。 

  (ﾊ) 靴を履かせるなどの低いところでの作業は、膝を曲げてしゃがむか片膝をつく。 

  (ﾆ) 対象者に対して看護・介護者が正面を向いて作業できるよう体の向きを変える。 

(4) 作業の実施体制 

  看護・介護者の数は適正に配置し、負担の大きい業務が特定の看護・介護者に集中しないよう 

 配慮すること。 

(5) 作業標準の策定 

   作業負担が小さく効率良く作業するための作業手順等をまとめた作業標準を作成すること。 

  作業標準は、介助の種類ごとに作成し、対象者の状態別に、作業手順、利用する福祉用具、人数、 

  役割分担などを明記する。ベッドから車いすへの移乗介助の手順例を第４面に示す。 

(6) 休憩、作業の組合せ 

   適宜、休憩時間を設け、その時間にはストレッチングや安楽な姿勢が取れるようにすること。 

  また、作業時間中にも、小休止・休息が取れるようにすること。 

(7) 作業環境の整備 

   イ 寒さや看護・介護者の体が濡れた場合の冷え等が腰痛の発生リスクを高めるため、作業に 

    適した温湿度に調節すること。また、作業場所等の形状が明瞭にわかるように、適切な照度 
    を保つこと。  

 
表1  「介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト」の記入例 



  

   ロ 通路及び各部屋には車いすやストレッチャー等の移動の障害となるような段差等を設けない 

        こと。 

       また、それらの移動を妨げないように、機器や設備の配置を考えること。 

   ハ 部屋や通路は、介助動作に支障がないように十分な広さを確保すること。また、介助に必要 

        な福祉用具は、出し入れしやすく使用しやすい場所に収納すること。 

   ニ 疲労からの回復を図れるよう、快適な休憩室や仮眠室を設けること。 

   ホ 対象者の家庭が職場となる訪問看護・介護では、腰痛予防の対応策への理解を得られるよう、 

    事業者が家族等に説明すること。 

(8) 健康管理 

   イ 健康診断 

     看護・介護者全員に対し、配置時及び定期的（６か月以内に１回）に腰痛の健康診断を行う 

    こと。 

       医師の意見を聴き、作業者の腰痛の状況・程度に応じて、作業体制・方法の改善、作業時間 

        の短縮などを検討する。特に長時間労働や夜勤に従事し、腰部に著しく負担を感じている者に 

        は、勤務形態の見直しなど就労上の措置を検討すること。 

   ロ 腰痛予防体操 

    筋疲労回復、柔軟性向上を目的として、ストレッチを中心とした腰痛予防体操を行うこと。 

(9) 労働衛生教育等 

   イ 腰痛予防のための教育・訓練 

       看護・介護者に対して、腰痛の発生要因と回避・低減措置（腰部への負担の少ない看護・介 

        護技術、福祉用具の使用方法等）について定期的に教育･訓練を行うこと。 

   ロ 協力体制 

       腰痛を有する看護・介護者及び腰痛による休業から職場復帰する者に対して、組織的に支援 

        できるようにすること。 

 

   ポイント３．腰痛予防対策実施組織 
  

 組織内に腰痛予防対策チームを設置し、腰痛予防のためのリスクの評価と低減、看護・介護者 

 への教育活動などを行う。    
               

   社会福祉施設・医療施設で腰痛予防の取組みを進めるためには、院長・施設長等のトップが腰痛 

  予防対策に取り組む方針を表明し、看護部門、介護部門等が腰痛予防に取り組む明確な意志を持ち、

継続した活動と活動経験の蓄積が必要である。そのため、衛生委員会の下に腰痛予防対策チームを

編成して、リスクアセスメントの実施、リスク低減策の立案とその評価、福祉用具の使用に関する

研修その他全員に対する教育などの活動に取り組むこと。（下図参照）  

 

  
 
  

腰痛予防対策実施組織図の例 

院長・施設長 
衛生委員会 産業医 

腰痛予防対策チーム 
○腰痛予防リーダー 
  フロア・病棟（ユニット）リーダー 
  衛生管理者等産業保健スタッフ 



介護腰痛　チェックリスト 検索

腰痛予防指針 検索

無料　腰痛予防 検索

もっと詳しく 
 
介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト 
  
職場における腰痛予防対策指針          
 
看護・介護従事者の腰痛予防対策講習会（中災防：無料）          

作成： 中央労働災害防止協会 
   平成26年度厚生労働省委託事業「第三次産業労働災害防止対策支援事業(保健衛生業)」受託事業者 

    
 

まず、対象者に車椅子移乗を説明し、同意を得るとともに協力を依頼する。協力を得る

ことで、看護・介護者の負担が軽減できる。 

 

１ 床頭台等のベッド周りの備品をベッドから離したり、ベッドをずらしたりして、必要な作業空間 

 を確保する。 

２ 車椅子の移乗方向の足台を取り外し、ベッドサイドにぴったりと横付けし、ブレーキをかける。 

３ ベッドの高さ調節を行い、移乗先の方が数cm低くなるようにする。ベッドから車椅子の場合はベ 

 ッドを上げ、逆に車椅子からベッドの場合はベッドを下げる。 

４ 車椅子の肘掛を跳ね上げる。 

５ 看護・介護者は、対象者の前方に向かい合い、移乗方向側の対象者の臀部の下にボードの一端を 

 座骨結節が乗るまで差し込む。対象者の上体を移乗方向と反対側に傾けると、臀部が浮き差し込み 

 やすくなる。必ず、対象者の、傾ける側の身体を支えながら行うようにする。 

６ ボードの反対側を移乗先に置く（15cm程度はかかるように）。 

７ 看護・介護者は、対象者の前方で、車椅子とベッドにかかったボードに向き合うようにして、腰 

 を落として低い姿勢をとる。このとき、移乗先側の片膝をつくと、腰の負担が減る。 

８ 看護・介護者は、対象者の体幹が前方に軽く屈曲するように誘導する。対象者が腕や上体を軽く 

 看護・介護者に預けるようにすると、身体が前に傾く。対象者の座位保持が不安定な場合は、移乗 

 先の手すりまたは肘掛けを片手で持つように誘導してもよい。 

９ 看護・介護者は、移乗先と反対側の手で、被介助者の横臀部を進行方向に軽く押して、臀部を移 

 乗先に移らせる。 

10 対象者の臀部が完全に移乗先に乗ったら、ボードを外し、体幹がまっすぐ立つように誘導する。 

 移乗先が車椅子の場合は、肘掛けを定位置に下げるのを忘れないこと。 

11 車椅子シートに深く座るための介助 

  対象者の体幹をやや前傾した状態で、左右交互に傾けて荷重を片側の臀部にかけ、次に荷重がか 

 かっていない臀部の膝を車椅子背もたれ方向へ押すことで深く座ることができる。滑りにくい座面 

 の場合は、片側のみスライディングシートを座面に敷き、同様に膝を押すことで滑りやすくなり深 

 く座ることができる。  

 

 

 

 

  

作業標準の例 

スライディングボードを用いたベッドから車椅子への移乗 

（自力での横移動が困難な対象者を移乗介助する場合の手順例） 
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